
 
「大治中おやじの会」会則 

 
（名称及び事務局） 
第１条  本会は、「大治中おやじの会」と称し、事務局を大治中学校内に置く。 
 
（目的） 
第２条  本会は、大治中学校生徒の父親をはじめとする地域の「おやじ」が集い、子ど

もたちの健全な成長を願うことを基盤にした学校支援活動を行うことを目的とす
る。また、本会の活動を通して、地域全体で子どもを育てようとする気運の高揚
及び親同士のつながりの強化を図る。 

 
（活動） 
第３条  本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。 

１ 学校教育活動及びＰＴＡ活動の支援を行う。 
     ２ 学校・地域・家庭教育について理解を深める。 
     ３ 会員相互の交流を深め、相互理解・親睦を深める。 
     ４ その他、本会の目的を達成するために必要なことを行う。 
 
（方針） 
第４条  活動にあたっては次のことを方針とする。 
     １ 無理なく、楽しく、長続きさせることを旨とする。 
     ２ 本会はボランティアによる活動を旨とする。 

３ 本会は、非営利的・非政治的・非宗教的な団体として活動する。 
 
（会員） 
第５条  本会は、次のいずれかに該当する会員で構成する。 
     １ 本会の趣旨に賛同する大治中学校区在住の父親。 
     ２ 大治中学校校長、教頭及び教職員有志。 
     ３ 大治中おやじの会の入退会については、別に定める 
 
（経費） 
第６条  年会費として、会員一人につき１,０００円を徴収し、活動のための諸経費に充 

てる。 
 
（役員） 
第７条  本会に次の役員を置く。 
     １ 会  長  １名 
     ２ 副 会 長  ２名以内 
     ３ 事 務 局  若干名(内１名を事務局長とする) 
     ４ 会  計  ２名以内 
     ５ 会計監査  ２名以内 
     ６ 顧  問  若干名（会長退任者及び校長とする） 
第 ８ 条  役員は、総会において出席者の過半数の同意をもって選出される。 
第 ９ 条  役員の任期は、１年間とする。但し、再任は妨げない。 
 
（役員の任務） 
第１０条  役員の任務は次の通りとする。 
     １ 会長は、本会を代表し、会を総理する。また、会の代表として、学校との 

連絡・調整及び他団体との渉外等にあたる。 
     ２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理する。 
     ３ 事務局は本会の運営事務を行う。 
     ４ 会計は、本会の会計処理を行い会計報告を行う。 
     ５ 会計監査は、本会の会計処理の監査を行う。 
 
（総会） 
第１１条  本会の総会は、年に１回（毎年５月またはその前後月）開催するものとし、

会長がこれを召集し、役員の選出、年間の会計報告等を行う。尚、必要な場合
は臨時総会を開催する。 

 
本会則は、平成２５年１月２９日より施行する。 
     令和元年６月２８日改訂  



 

 

「大治中おやじの会」附則 

 
１．大治中おやじの会の入退会について 
  在学中のお子さんが卒業された場合、おやじの会を退会することができる。ただし、
本人が希望する場合は継続して加入することができる。 

 
 
 
令和元年６月２８日より施行 
 

 

 


